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保 育 士 →P8・9

加齢や障がいにより日常生活に支
障のある人の心身の状況に応じ、
身体面の介護を中心に行います。
在宅の場合は家事援助や家族など
への介護指導を行うこともあります。

主に高齢者や障がい者関係の施設、事業所

特別養護老人ホーム、介護老人保健施
設、小規模多機能型居宅介護事業所、
障害者支援施設、グループホーム、デイ
サービスセンター、訪問介護事業、障害
福祉サービス事業など

ほとんどすべての分野の施設、事業所、
相談機関（福祉事務所、地域包括支援セ
ンターなど）、職業指導員や就労支援員は
障がい者の就労移行支援や就労継続支援
を行う事業所

病院、保健所、訪問看護ステーション、介
護老人保健施設、介護療養型医療施設、
訪問リハビリテーションなど

ほとんどすべての分野の施設、事業所

ほとんどすべての分野の施設、事業所

児童分野の施設・事業所

保育所、乳児院、児童養護施設、障害児
施設、認定こども園など

家庭養育の補完をし、基本的な生
活習慣を身につけさせるなど、子
どもの健全な心身の発達のため、
健康で安全な、情緒の安定した生
活ができるよう支援します。

利用者の相談に応じ、助言・援助
を行い、その自立を支援します。
福祉に関する情報をわかりやすく
説明したり、関係機関との連絡・
調整を図ることも仕事です。

利用者の健康上のケアや医療的ケ
ア、身体の障がいの機能回復（リ
ハビリテーション）などを行う仕
事です。仕事の内容は、それぞれ
の職種によって異なります。

利用者の健康の保持・増進のため、
栄養指導などを行います。また、
施設では給食管理も行います。

施設や事業所としての事務・経理
や、その経営・管理をする施設長
などの仕事があります。

仕事の系統
高齢者

訪問 介 護 員
（ホームヘルパー）

→P4・6

居宅 介 護 従 業 者
（障がい者

ホームヘルパー）→P4

介 護 職 員 →P4～7

             生活相談員 ・生活支援員・
生活指導員・職業指導  員・就労支援員→P10　　

生活相談員・
生活指導員→P10

福祉活動専門員・
福祉活動指導員→Ｐ10

児童指導員→P8・9

社 会 福 祉 主 事 →P11

児童福祉司・知的障害者
福祉司・身体障害者福祉司・
福祉事務所職員→Ｐ10

社 会 福 祉 士 →P11

精 神 保 健 福 祉 士 →P12

介護支援専門員→P10・12

栄 養 士 ・ 管 理 栄 養 士 →P15

看 護 師 ・ 准 看 護 師 →P13・14

保 健 師 →P13

理学療法士・作業療法士→P13・14
言語聴覚士・視能訓練士・義肢装具士・臨床心理士・
公認心理師→P13

施 設 長 ・ 事 務 職 員 →P15

障がい者・児 児童 その他
行政の相談所 社会福祉協議会

対人サービス

対象・分野

介護福祉士 →P4～7
介護（ケアワーク）系

保育系

相談・援助・調整
（ソーシャルワーク）系

保健・医療系

栄養系

経営・管理系

: 資格要件があるもの : 資格要件のないもの

主な職場

（ケアマネジャー）

福 祉 の 仕 事 の 全 体 像
福祉の仕事は、働く分野や利用者、仕事内容もさまざまです。また、関連する専門の資格も数多くあります。
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仕事の内容

Ｋさん　（特別養護老人ホーム　介護職）　23 歳

○この仕事を選んだ理由
　小さい頃から祖父母と暮らしていたので、お年寄りと暮らすおだやかな時

間が好きでした。 高校生の時に、福祉の道に進むかどうか迷いましたが、

仕事として選択する自信はなく、 結局は福祉系ではない大学に進学しました。大学 3 年生の時に、祖母が倒

れて介護が必要になりましたが、自分は何もしてあげることができなかったまま他界してしまったことが、そ

の後の就職活動の転機となりました。地元で開催された「福祉の職場合同就職説明会」に参加し、実際に

介護の現場を見学したり、職場体験する中で、尊敬できる先輩職員との出会いが、自分を介護職の道へ導

いてくれました。

○喜び・やりがいを感じる瞬間
　何気ない会話のやりとりの中、 利用者の方と心を通わせられた時、 冗談で笑いあえた時、「ありがとう」「助

かるよ」と声をかけてもらえたり、笑顔を返してもらえることが何よりの励み、喜びになっています。

　資格も経験もないまま始まった仕事でしたが、 介護の技術は奥が深く、 利用されている方々に満足していた

だけるように、 今後も介護の知識を増やしていきたいと思っています。 職場の理解もあり、働きながら介護

職員初任者研修を受講することができました。 将来的には介護福祉士の資格を目指しています！

●介護に関する入門的研修➡ P5　●介護職員初任者研修➡ P6　●実務者研修➡ P6

●介護福祉士➡ P7

利用者の生活に必要な介護を行うのが主な仕事です。施設の中であれば介護職員、利用者の自宅で
介護を行う人はホームヘルパーなどと呼ばれます。

●介護職員
高齢者や障がい者の食事や入浴、排泄、着替え、移動など生活の全般にわたり必要な援助を行い
ます。

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）、

デイサービスセンターなど

●訪問介護員（ホームヘルパー）・居宅介護従業者（障がい者ホームヘルパー）
利用者の家庭に訪問し、介護や家事の援助を行います。

訪問介護事業所、障害福祉サービス事業所など

主な職種

主な職場

主な職場

■  M e s s a g e ■

さらに詳しくそれぞれの仕事をみてみましょう。

役立つ主な

資格と研修

介
護（
ケ

ア

ワ
ー
ク

）系
の

仕
事



一
部
免
除

一
部
免
除

一
部
免
除

制度的に位置付けられた研修等訪問系サービス

訪問介護
（身体介護中心型）

訪問介護
（生活援助中心型）

夜間対応型訪問介護

定期巡回随時対応型
訪問介護・看護

介護福祉士

入門的研修と各種研修等との関係

無資格者

入門的研修
1日（3時間）や1週間（21時間）

通所・居住・施設系
サービス

通所介護

特養

老健
等

短期入所生活介護

認知症対応型共同
生活介護

小規模多機能型
居宅介護

実務者研修
（450時間）

介護職員初任者研修
（130時間）

生活援助従事者研修
（59時間）

介
護
職
員
と
し
て
従
事

訪
問
介
護
員
と
し
て
従
事

生活援助中心型のみ

訪問介護員として
従事可

ステップアップしやすいよう
科目の読み替えが可能

受講者は通所・居住・施設系
サービスの介護職員として
従事可能

受講者は通所・居住・施設系
サービスの介護職員として
従事可能

入門的研修を受講しても
訪問介護員として従事する
ことはできない

入門的研修を受講しても
訪問介護員として従事する
ことはできない

無資格者は訪問介護員として従事
することはできない
無資格者は訪問介護員として従事
することはできない

無資格者も通所・居住・施設系
サービスの介護職員として従事可能
無資格者も通所・居住・施設系
サービスの介護職員として従事可能

※「介護に関する入門的研修の実施について
　（平成30年3月30日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知）」

5

養成研修 試験
なし

 「介護人材に求められる機能の明確化とキャリアパスの

実現に向けて」（平成 29 年 10 月 4 日 社会保障審議

会福祉部会福祉人材確保専門委員会報告書）では、介護

人材のすそ野の拡大に向けて、介護未経験者が受講しや

すい入門的研修の導入の必要性が提言されました。この

入門的研修は、できるだけ基本的な内容にするとともに、

介護未経験者にとって介護分野への参入の障壁となって

いることを払拭できるような内容とすることが重要とされ

ています。入門的研修と各種研修等との関係は以下のと

おりです。

介護に関心を持つ介護未経験者が介護に関する基

本的な知識を身につけ、介護の業務に携わる上で知っ

ておくべき基本的な技術を学ぶことを目的とした研

修です。 

 企業等で定年退職を予定している方や中高年齢者、

子育てが一段した方をはじめ、地域住民や学生など

幅広い方が受講でき、基礎講座と入門講座の研修を

修了した受講者には修了証明書が発行されます。

介護に関する入門的研修

研修内容

●受講時間 基礎講座と入門講座からなる２１時間

●受講対象者 介護に関心がある方

●内容

基礎講座は、介護に関する基礎知識と介護
の基本について学び、入門講座では、基本
的な介護の方法、認知症の理解、障害の理
解、介護における安全確保について学ぶ。

【出典：厚生労働省ホームページ　介護に関する入門的研修について】

T o p i c s



6

養成研修 試験
なし

通信講座
あり

　介護を行ううえで、介護者に最低限必要な知識や

技術、そしてそれを行う際の考え方の過程を身につ

けてもらい、基本的な介護業務を行うことができる

ようにすることを目的とした研修です。

　「介護職員初任者研修」は、「訪問介護員養成研

修 2 級課程」に代わる資格で、介護の入門ともいえ

る資格です。

　実際に高齢者や障がいをお持ちの方の介護に携わ

るうえで、必要な基礎知識を学ぶことができます。

介護職員初任者研修

研修内容

●受講時間  130 時間の講義・演習と必要に応じて実習
（その他、修了評価として筆記試験）

●受講対象者 介護の業務に従事しようとする者

●内容
在宅・施設において、基本的な介護業務を
行うために必要な知識・技術、考え方のプ
ロセスを学ぶ

● 主な研修時間

実務者研修 試験
なし

通信講座
あり養成研修

　現在介護の仕事をしている人、また、これから介護職

になろうとする人が、幅広く知識・技術を修得できる研修

です。介護人材の養成体系の見直し・整理により、訪問

介護員（ホームヘルパー）の１級研修課程や介護職員基

礎研修に代わる位置づけで、平成 25 年度からスタートし

ています。

　平成 28 年度より、介護福祉士国家試験を受験するに

は 3 年以上の実務経験に加え、実務者研修の修了が義

務付けられています。

実務者研修修了

実務者研修の
受講時間数

修了認定科目
（免除科目）なし

介護職員
初任者研修

訪問介護員養成研修
1級課程

訪問介護員養成研修
2級課程

訪問介護員養成研修
3級課程

介護職員
基礎研修

450時間 320時間 95時間 320時間 420時間 50時間
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高校卒業者等

養成施設ルート

実務経験
3 年以上

実務者研修

もしくは
介護職員基礎研修
+喀痰吸引等研修

実務経験ルート 福祉系高校ルート

介護福祉士
養成施設
（2年以上）
専門学校・
短大・大学

福祉系
大学等

介護福祉士養成施設
1年以上（社）

社会福祉士
養成施設等

保育士
養成施設等

介護福祉士
養成施設
1年以上（保）

新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム（
平
成
21
年
度
以
降
入
学
者
）

旧
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム（
平
成
20
年
度
以
前
入
学
者
）

特
例
高
校
等（
平
成
21
年
度
以
降
入
学
者
）

実
務
経
験
９
ヶ
月
以
上 

介 護福祉士資格取得（登録）

EPA ルート

（実技試験免除） 実技試験

筆記試験

介護技術
講習

受験申込時
いずれかの
コースを選択

実技試験

介護技術講習
または 実務者研修

受験申込時
いずれかの
コースを選択

令和4年度
以降に卒業

筆記試験

（受験する場合）（受験しない場合）

（不合格の場合）
筆記試験

筆記試験
実務経験
5年

（継続勤務に限る）

介護福祉士資格取得
（卒業後5年間の期限付き登録）

かつ

実務経験
3 年以上

EPA
介護福祉士
候補者

平成29年度～令和3年度に卒業

（合格の場合）

かつ

従事日数
540 日以上

●資格取得ルート 

　介護福祉士は身体や精神の障がいにより日常生活に支

障がある方の入浴、排泄、食事など生活上必要な介護を

行い、またその方やその介護者に対して介護に関する指

導を行う専門職の国家資格です。高齢者福祉の中核を担

う介護職を代表する資格として、社会的評価が高まって

います。資格をもたずに介護福祉士を名乗ることはできず

（名称独占資格）、求人においても介護福祉士資格を条件

としたり希望したりするケースが増えています。

【 問い合わせ先 】
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
〒 150-0002　東京都渋谷区渋谷１丁目５番６号　SEMPOS ビル  
℡ 03-3486-7559（国家試験情報専用電話）　HP http://www.sssc.or.jp/

※最新情報は下記の問い合わせ先ホームページ等で確認してください。

介護福祉士 試験
あり

受験資格
あり

通信講座
あり国家資格
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Yさん　（保育所　保育士）　23 歳

○この仕事を選んだ理由
　「子どもが好き！子どもとかかわる仕事がしたい」という率直な気持ち

が、この仕事を選んだ一番の理由です。自分自身が保育所や学童保育

に通っていたので、小さい子ども達と一緒に育ってきたことも影響していると思います。

　夢が現実に近づく一歩となったのは、 高校 2 年生の時、 地元の社会福祉協議会が主催したサマーショート

ボランティアスクールでの保育所体験への参加でした。「こんな素敵な保育士さんのように、いつか自分も保

育所で働いてみたい！」と思い、保育士の道に進みました。

○喜び・やりがいを感じる瞬間
　子どもたちの成長を、日々感じられるのが、なによりの喜びです。昨日までできなかったことが今日できる

ようになった瞬間。とびっきりの笑顔。保育士は身体の発達はもちろん、一人ひとりの心の成長にもふれる

ことができます。そして、その成長の様子を保護者の方に伝え、喜びを共有し、うれしさや楽しさが何倍に

も広がり実感できるのも、やりがいにつながっています。 保育士は、子どもに関わりながら自分も成長でき

る素晴らしい仕事だと思っています。

●保育士
子どもの保育・療育を仕事として、子どもたちと直接かかわるのが保育士です。さまざまな児童
福祉施設で働いていて、仕事の内容は勤める施設によって異なります。保育所では基本的な生活
習慣の習得や、遊び等を通し豊かな人間性を育てることをめざします。障害児施設や児童養護施
設でも、子どもに合わせた養育を行います。

保育所、認定こども園、児童養護施設、乳児院、障害児施設など

●児童指導員
家庭の事情や障がいなどにより児童福祉施設で生活する子どもに、保護者に代わって自立の援助・
指導を行います。保育士同様、子どもの直接のケアを行うとともに、連絡調整や家族支援なども
行い、10 ページの「相談・援助・調整系の仕事」のような特徴も併せもっています。

児童養護施設、障害児施設、母子生活支援施設など

主な職種

主な職場

主な職場

■  M e s s a g e ■

●保育士➡ P9　●児童指導員➡ P9

保育士

あると役立
つ

主な資格

保
育
系
の

仕
事
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高等学校等

児童福祉施設等
実務5年児童福祉施設等

実務2年

短大卒業
または
同等以上

平成8年3月
までに

高校保育科を卒業

平成3年3月
までに
高校を卒業

保育士養成施設
●専門(専修)学校の
　保育士養成課程
●短大の保育士
　養成課程　
●4年制大学の
　保育士養成課程

昼
間
2
年

夜
間
・
通
信
3
年

保育士資格取得（登録）

保育士試験

｝

　保育士は、保育所だけでなく児童福祉施設で乳児から

18 歳までの児童の保育に従事するときに必要な資格で

す。子どもたち一人ひとりと直接かかわりながら、食事

や排泄、衣服の着脱などの生活習慣を身につけさせると

ともに、遊びや学習指導を通して社会への適応を促し、

健全な心身の育成を援助します。また、保護者等への保

育に関する支援も行います。

【問い合わせ先】
福島県 保健福祉部 子育て支援課
〒 960-8670　福島県福島市杉妻町 2-16
℡ 024-521-8205　
HP http://www.pref.fukushima.lg.jp/

社団法人 全国保育士養成協議会 
保育士試験事務センター
〒171-8536　東京都豊島区高田 3-19-10
℡ 0120-4194-82　HP http://www.hoyokyo.or.jp/

試験
あり/ なし

受験資格
あり

通信講座
あり国家資格保育士

● 資格取得ルート 

子どもたちの健全育成をめざす児童福祉に

は、乳児や幼児の成長をサポートする保育と

いう分野と、子どもたちの自立を指導・援助

する分野の２つの側面があります。児童指導

員は、家庭の事情がある子どもたちや心身

に障がいをもった子どもたちを対象に、社会

の一員として自立した生活が可能になるよう

に、日々の生活を指導・援助する福祉の専門

職です。児童指導員は児童福祉施設のほとん

どに置かれている児童指導員として任用され

る際に求められる資格です。

● 資格取得方法 
以下のいずれかに該当すれば、有資格者となります。

①都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養

成施設を卒業

②社会福祉士　

③精神保健福祉士

④大学の学部（大学院）で、社会福祉学・心理学・教育学もしくは社会学を

専修する学科（研究科）またはこれらに相当する課程を修めて卒業

⑤高等学校を卒業して、２年以上児童福祉事業に従事

⑥小学校、中学校、高等学校または中等教育学校の教諭となる資格をもち、

都道府県知事が適当と認定

⑦３年以上児童福祉事業に従事し、都道府県知事が適当と認定

児童指導員 試験
なし

通信講座
あり任用資格
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仕事の内容

●社会福祉主事➡ P11　●社会福祉士➡ P11　
●精神保健福祉士➡ P12　●介護支援専門員（ケアマネジャー）➡ P12 

利用者の生活全般にわたる相談に応じ、利用者の自立のための援助、環境への働きかけや調整を行いま
す。各分野でさまざまな専門性をもって働いており、ソーシャルワーカーと総称されることもあります。

●生活相談員・生活支援員・生活指導員
高齢者福祉施設や障害者福祉施設、保護施設等で働いています。利用者の入退所の相談や手続き、
支援計画の立案、生活相談や家族との連絡調整などが主な業務です。

●福祉事務所職員
都道府県や市区町村に設置される福祉事務所の職員です。生活保護や児童福祉、障がい者福祉の
援護・育成・更生など福祉全般にかかわる相談・援助、地域住民の福祉ニーズや資源（サービス）
の把握なども行います。

●職業指導員・就労支援員
障害者施設等で、利用者が職業的自立を果たすために必要な技術の指導や、作業指導を行います。

●福祉活動専門員・福祉活動指導員
市区町村や都道府県にそれぞれある社会福祉協議会で、民間の社会福祉活動の推進方策について、
調査や研究、企画立案、広報、指導などを行います。

●介護支援専門員（ケアマネジャー）
介護保険制度において、介護の必要な高齢者等に、介護サービス計画を作成してケアマネジメン
トを行います。居宅介護支援事業所や介護保険施設などで働いています。

主な職種

■  M e s s a g e ■

相
談
・
援
助
・
調
整（
ソ
ー
シ
ャ
ル 

ワ
ー
ク
　

）系
の

仕
事

Sさん　（就労継続支援事業所　生活支援員）　24 歳　

○この仕事を選んだ理由
　高校 1年生の時、父親が交通事故に遭い、半年程リハビリをする生活

を送ることになりました。不安で一杯でしたが、病院の相談員の方が、父

親の退院後の生活について、様々な機関と連携し、私たち家族が知らなかったいろいろなサービスを教えてく

ださり、とても心強く感じました。いつ、自分自身が、そして身近な人が、病気やけがで障がいをもつことに

なるかわからないことを身をもって知り、将来は障がいがある人たちの相談員になれたらと思い、社会福祉士

の受験資格が取得できる大学に進学しました。

○喜び・やりがいを感じる瞬間
　利用されている方は自分より人生経験の長い方が多いので、いろいろなことを教えてもらいながら働いて

います。病気や障がいのために家にこもりがちになっていた方が、生き生きと生活されている姿や、笑顔が

増えていく様子を見ると、「この仕事に就いてよかった！」とやりがいを感じます。「ありがとう」という言葉だけ

ではなくて、「自分でできるようになりました。おかげさまで。どうもね」そういわれると本当にうれしいです。

あると役立
つ

主な資格

社会福祉士
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　社会福祉主事は、地域で福祉サービスを必要

としている人の相談に応じ、生活保護の適用や

福祉施設の入所手続きなど、利用者の自立した

生活を援助する仕事に携わります。社会福祉主

事は本来、都道府県・市などの福祉事務所に社

会福祉主事として任用される際に要求される資

格（任用資格）ですが、社会福祉施設の施設長

や生活相談員、社会福祉協議会の福祉活動専門

員など一部の職種の任用基準としても規定され

ています。

● 資格取得方法 

以下のいずれかに該当すれば、有資格者となります。

①大学等において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科

目　を修めて卒業

②都道府県知事の指定する養成機関または講習会の課程を修了

③社会福祉士

④厚生労働大臣が指定する社会福祉事業従事者試験に合格

⑤精神保健福祉士

試験
なし

通信講座
あり任用資格社会福祉主事

試験
あり

受験資格
あり

通信講座
あり国家資格

　社会福祉士は、身体や精神の障がいや環境上の理由な

どにより、日常生活を営むことに支障がある人の福祉に

関する相談援助を行う専門職の国家資格です。利用者に

直接会って相談に応じるだけでなく、具体的に利用者を

取り巻く環境や社会制度に働きかけることも社会福祉士

の仕事です。資格をもたずに社会福祉士を名乗ることは

できず（名称独占資格）、求人においても社会福祉士資格

を条件としたり希望したりするケースが増えています。

【問い合わせ先】
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
〒 150-0002　東京都渋谷区渋谷１丁目５番６号　SEMPOS ビル  
℡ 03-3486-7559（国家試験情報専用電話）HP  http://www.sssc.or.jp/

社会福祉士

● 資格取得ルート 

社会福祉士資格取得（登録）

社会福祉士国家試験 （精神保健福祉士は、受験申込時の申請により一部試験科目免除）

短期養成施設等（6 か月以上） 一般養成施設等（1 年以上）

相談援助
実務4年

一般
短大等
2年

一般
短大等
3年

一般
大学等
4年

　　 

児童福祉司

身体障害者
福祉司

査察指導員
知的障害者
福祉司

老人福祉
指導主事
実務4年

社会福祉
主事

養成機関
        

福祉系
短大等
2年

基礎科目
履修

相談援助
実務2年

相談援助
実務2年

相談援助
実務2年

相談援助
実務1年

相談援助
実務1年

相談援助
実務2年

相談援助
実務1年

福祉系
短大等
3年

基礎科目
履修

福祉系
大学等
4年

基礎科目
履修

福祉系
短大等
2年

指定科目
履修

福祉系
短大等
3年

指定科目
履修

福祉系
大学等
4年

指定科目
履修

高等学校等

児童福祉施設等
実務5年児童福祉施設等

実務2年

短大卒業
または
同等以上

保育士養成施設
●専門学校の保育士
　養成課程
●短大の保育士
　養成課程　
●4年制大学の
　保育士養成課程

昼
間
2
年

夜
間
・
通
信
3
年

介護福祉士資格取得（登録）

保育士試験

｝
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　精神保健福祉士は、精神障がい者の保健や福祉の専門

知識・技術に基づき、精神障がい者の社会復帰について

の相談援助を行う専門職の資格です。主な職務内容は、

精神障がい者の社会復帰のための相談、退院後の住居や

再就労の場の選択等についての助言・指導、日常生活へ

の適応のための訓練です。その業務は精神障がい者の地

域生活にも広がり、自立支援を支える専門職としての期

待は高まっています。

【問い合わせ先】
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター
〒 150-0002　東京都渋谷区渋谷１丁目５番６号　SEMPOS ビル  
℡ 03-3486-7559（国家試験情報専用電話）HP  http://www.sssc.or.jp/

精神保健福祉士資格取得（登録）

精神保険福祉士国家試験 （社会福祉士は、受験申込時の申請により一部試験科目免除）

精神保健福祉士短期養成施設等（6 か月以上）
精神保健福祉士

一般養成施設等（1 年以上）

相談援助
実務4年

一般
短大等
2年

一般
短大等
3年

社会福祉
主事

養成機関
※1        

福祉系
短大等
2年

基礎科目
履修

相談援助
実務2年

相談援助
実務2年

相談援助
実務2年

社会
福祉士

一般
大学等
4年

相談援助
実務1年

相談援助
実務1年

相談援助
実務2年

相談援助
実務1年

福祉系
短大等
3年

基礎科目
履修

福祉系
大学等
4年

基礎科目
履修

保健福祉系
短大等
2年

指定科目
履修

保健福祉系
短大等
3年

指定科目
履修

保健福祉系
大学等
4年

指定科目
履修

高等学校等

児童福祉施設等
実務5年児童福祉施設等

実務2年

短大卒業
または
同等以上

保育士養成施設
●専門学校の保育士
　養成課程
●短大の保育士
　養成課程　
●4年制大学の
　保育士養成課程

昼
間
2
年

夜
間
・
通
信
3
年

介護福祉士資格取得（登録）

保育士試験

｝

● 資格取得ルート 

試験
あり

受験資格
あり

通信講座
あり国家資格精神保健福祉士

　一般的には、福祉、医療関係の有資格者で、国家資格に基づく業務及び

相談援助業務などの実務経験を経た者が、福島県知事が指定し福島県社会

福祉協議会の実施する、実務研修受講試験を受験します。合格後、87 時

間の研修を修了し、福島県知事が作成する名簿に登録されることで資格取

得となります。介護支援専門員の実務につく場合は、介護支援専門員証の

交付を受ける必要があります。

　介護支援専門員は、介護保険制

度においてケアプランを作成し

て、利用者のケアマネジメント（適

切なサービスや資源を利用できる

ような環境の調整・マネジメント

など）を行う専門職です。市町村

から委託を受けて、要介護認定等

の調査を行うこともあります。

試験
あり

受験資格
あり

通信講座
あり公的資格介護支援専門員（ケアマネジャー）

● 資格取得方法 



13

●看護師・准看護師、保健師
看護師は医師の診療の補助など、保健師は地域住民の健康管理や保健指導などを行います。病院
や保健所で働いているほか、訪問看護や訪問指導など、地域での活躍も広がっています。

主な職種

■  M e s s a g e ■

●看護師・准看護師➡ P14　●保健師　●理学療法士➡ P14　●作業療法士➡ P14
●言語聴覚士　●視能訓練士　●義肢装具士　●臨床心理士　●公認心理師

保
健
・
医
療
系
の

仕
事

●理学療法士
運動療法や物理療法を用いて、身体に障がいのある人の基本的な動作
能力の回復を図ります。

●作業療法士
工作や手芸などの作業を通じ、身体や精神に障がいのある人の心身の
機能の回復や、社会復帰に必要な適応能力の回復を図ります。

●言語聴覚士
言葉のコミュニケーションにかかわる音声機能や言語機能、聴覚に障
がいがある人に、その機能の維持・向上を図るため、言語訓練などを
行います。

●視能訓練士
視力の機能に障がいがある人に、目の検査や矯正訓練を行い、その機
能回復を図ります。

病院、デイサービスセ
ンター、リハビリテー
ションセンター、デイ
ケアセンター、訪問リ
ハビリテーション事業
所、介護老人保健施
設など

主な職場

●義肢装具士
何らかの障がいで失った手足の機能を代替する義肢や装具の製作・適合のための援助を行います。
義肢の製作所や病院、リハビリテーションセンターなどで働いています。

●臨床心理士・公認心理師
心の悩みや問題について、心理学の技法を使って心理療法を行います。病院、
精神保健福祉センター、デイケアセンター、児童相談所などで働いています。

Wさん　（介護老人保健施設　作業療法士）　26 歳

○この仕事を選んだ理由
　曾祖母が自宅で介護を受けていたことをきっかけに、介護や医療に興味をもち、「誰かの役に立てる仕事

がしたい」と思うようになりました。具体的に「リハビリの仕事がしたい」と感じるようになったのは高校２

年生頃でした。どのような仕事があるか調べるなかで、医療や介護の現場で、さまざまな障がいをもった患

者さんと作業（陶芸・木工など）を通してリハビリテーションを行うという作業療法士の仕事を知りました。

作業を通して患者さんの能力の回復を促し、生きがいをもった生活を支えていく仕事に魅力を感じ、それが

この仕事をめざすきっかけになりました。

○喜び・やりがいを感じる瞬間
　現在、私は介護老人保健施設で働いていますが、やりがいを感じる瞬間はとても多いです。一生懸命リ

ハビリを行い、今までできなかったことができるようになった時の利用者さんの笑顔。それを見た時はとて

も嬉しく、やりがいを感じることができます。これからもリハビリテーションを通し、より多くの方に笑顔になっ

てもらえるよう努力していきたいと思います。

作業療法士

あると役立
つ

主な資格
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　傷病者等の療養上の世話または診療の補助を

行う専門資格です。社会福祉施設の多くに看護

師は配置されています。また、訪問看護など、

福祉サービスと密接な連携関係にある仕事も少

なくありません。准看護師は都道府県知事資格

であるのに対し、看護師は国家資格である点で

異なっています。

● 資格取得方法 
　看護師の資格を取得するには、高等学校卒業後、看護系の大学、

看護系の短大、専修学校・各種学校（看護学校）で学んだ後（准

看護師有資格者の場合一部通信教育があります）、国家試験を受け

ることが必要です。准看護師の資格を取得する場合は、中学校卒

業後、准看護師養成所、准看護師養成高等学校で学んだ後、都道

府県知事試験を受けることが必要です。

看護師・准看護師 試験
あり

受験資格
あり

通信講座
一部あり

国家資格
知事資格

　作業療法士は、何らかの原因で

身体の機能に障がいをもった人

に、工芸や手芸などの作業、生活

動作訓練などを通じて、機能の回

復や機能低下の予防を図ります。

食事や洗面などの日常生活訓練、

就業に向けての作業訓練など、幅

広い援助が行われており、リハ

ビリテーションの専門医やケース

ワーカーなど、他の専門職との連

携も重要です。

作業療法士 試験
あり

受験資格
あり

通信講座
なし国家資格

● 資格取得ルート 

　理学療法士は、何らかの原因で

身体の機能に障がいをもった人

に、筋力の増強などの運動療法、

温熱・電気などを使った物理療法

を中心に施し、日常生活を送るう

えでの基本的な動作能力の回復を

図ります。また、障がいの程度の

測定や評価を行うことも理学療法

士の仕事です。リハビリテーショ

ンの専門医やケースワーカーなど、

他の専門職との連携も重要です。

理学療法士 試験
あり

受験資格
あり

通信講座
なし

国家資格

● 資格取得ルート 

理学療法士資格取得（免許・登録）

理学療法士国家試験

文部科学大臣指定の学校・厚生労働大臣指
定の養成施設（３年以上）

外国の理学療法学校・養成施設を卒業、ま
たは外国で理学療法士の免許に相当する免
許取得

作業療法士資格取得（免許・登録）

作業療法士国家試験

文部科学大臣指定の学校・厚生労働大臣指
定の養成施設（３年以上）

外国の作業療法学校・養成施設を卒業、ま
たは外国で作業療法士の免許に相当する免
許取得

理学療法士資格取得（免許・登録）

理学療法士国家試験

文部科学大臣指定の学校・厚生労働大臣指
定の養成施設（３年以上）

外国の理学療法学校・養成施設を卒業、ま
たは外国で理学療法士の免許に相当する免
許取得

作業療法士資格取得（免許・登録）

作業療法士国家試験

文部科学大臣指定の学校・厚生労働大臣指
定の養成施設（３年以上）

外国の作業療法学校・養成施設を卒業、ま
たは外国で作業療法士の免許に相当する免
許取得
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●社会福祉主事➡ P11

●栄養士・管理栄養士
栄養バランスのとれた献立を作成する食事管理など、栄養指導を通して健康保持・増進、疾病の
予防、疾病をもつ人への治療を支えます。管理栄養士はより専門的な知識が必要な業務を行います。

●調理師
福祉施設内などで調理の業務にあたります。栄養士と協力しながら、個々の利用者の状況に合わ
せた食事づくりをするのも社会福祉施設や病院における調理師の仕事の特徴です。調理師の資格
は就職に有利といえます。

各種福祉施設、病院、学校など

主な職種

主な職場

栄
養
・
調
理
系
の

仕
事

経
営
・
管
理
系
の

仕
事

●栄養士・管理栄養士　●調理師

●事務・経理
施設や事業所の事務・経理全般を行います。福祉の基
礎知識をもっていることや、簿記・パソコンができる
ことが望ましいでしょう。

●施設長（管理職）
施設の経営・管理を行います。施設によっては社会福
祉主事などの任用資格が必要なこともあります。

主な職種

あると役立
つ

主な資格

あると役立
つ

主な資格



◉高齢者関係

特別養護老人ホーム

寝たきりや認知症などのため、いつも介護を必要とする高齢者が、家庭で適切な介
護が受けられなくなった場合に入所して利用する施設です。介護保険施設の一つで、
他に比べ生活施設としての色彩が強いものです。介護保険制度上の名称は「介護老
人福祉施設」です。

介護老人保健施設
介護保険施設の一つで、介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を
目指すために、医学的な管理に基づく看護、介護、リハビリテーションなどの機能
訓練などを行うために、一時的に入所して利用する施設です。

介護療養型医療施設
介護保険施設の一つで、介護を必要とする高齢者に、療養上の管理、看護、医学的
な管理に基づく介護等の世話、リハビリテーションなどの機能訓練等の必要な医療
を行います。（2024 年 3 月末までの予定）

介護医療院
介護療養型医療施設の主な移行先として 2018 年 4 月に創設されました。長期にわ
たり療養が必要な要介護者の療養上の管理、看護、医学的管理下での介護や機能訓練、
日常生活上の世話などを行います。

養護老人ホーム
身体、精神、環境（住宅事情や家族との関係等）と経済的な理由により自宅での生
活が困難な高齢者が入り、生活援助を受ける施設です。

盲養護老人ホーム 視覚障がいの高齢者を利用対象とした養護老人ホームです。

軽費老人ホーム
身体機能の低下や家庭環境等の理由により自宅での生活が困難な高齢者が低料金ま
たは無料で利用できる施設です。食事の提供その他日常生活に必要な便宜を提供し
ます。

有料老人ホーム
特別養護老人ホーム等の入所要件に該当しない高齢者や、自分の選択で多様なニー
ズを満たそうとする高齢者を対象とする民間経営の入所施設で、生活サービスを提
供します。

訪問介護
（ホームヘルプサービス）

日常生活に支障のある高齢者や家族が介護や家事などの援助を必要としている場合
に、訪問介護員（ホームヘルパー）がその家族に訪問して、高齢者の介護や家事、
さらに必要な相談・助言を行います。

訪問入浴介護 自宅で浴槽を提供して入浴の介護を行います。

通所介護
（デイサービス）

日常生活に支障のある高齢者が日中デイサービスセンターに通って、入浴や食事、
日常動作訓練などを受けます。自宅からセンターまでの送迎も行っています。また、
介護家族を対象に介護者教室などの開催もあります。

訪問看護
看護師などが自宅を訪問して、主治医の指示のもと看護（療養上の世話や必要な診
療の補助）を行います。

居宅療養管理指導
通院が困難で、自宅での療養管理が必要とされた高齢者に対して、歯科医師、薬剤師、
看護職員、歯科衛生士、管理栄養士が心身の状況や環境などを踏まえて療養上の管
理と指導を行います。

短期入所生活介護 
（ショートステイ）

介護家族が介護に疲れたときや、冠婚葬祭や家族の病気などで介護ができないとき
に、特別養護老人ホームなどに高齢者が短期間滞在してケアを受けるサービスです。
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短期入所療養介護
（ショートステイ）

短期入所生活介護と同様、一時的に施設への入所が必要な場合に、介護老人保健施
設、介護療養型医療施設などに高齢者が滞在して看護、医学的管理下の介護、機能
訓練などや、日常生活上のケアを受けるサービスです。

訪問リハビリテーション
高齢者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、
作業療法などのリハビリテーションを自宅で行います。

通所リハビリテーション
介護老人保健施設や病院、診療所その他の施設に通い、心身の機能の維持回復、日常
生活の自立を助けるために理学療法、作業療法などのリハビリテーションを行います。

特定施設入居者生活介護
有料老人ホームその他の施設に入居している高齢者に、当該施設の提供する介護や
機能訓練、療養上の世話を行います。定員 29 名以下の施設を対象とする地域密着
型のサービスもあります。

地域密着型介護老人福祉
施設

定員 29 名以下の特別養護老人ホームで、入居者の入浴、排泄、食事等の介護その
他日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行います。

小規模多機能型居宅介護
高齢者に対して、デイサービスを中心として、訪問介護やショートステイを組み合
わせてサービス提供を行うことにより、在宅生活の継続を支援します。

認知症対応型共同生活 
介護（グループホーム）

認知症のある高齢者が共同生活をする住居で、介護その他日常生活上の世話、機能
訓練を行います。

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

一つの事業所で訪問介護と訪問看護を一体的に提供、または、訪問介護事業者が外
部の訪問看護事業所と密接に連携しつつ訪問介護を提供するものです。定期的な巡
回訪問や、随時の通報を受けて行われます。

看護小規模多機能型居宅
介護（複合型サービス）

医療ニーズの高い在宅の要介護者に対して、小規模多機能型居宅介護のサービスに
加え、必要に応じて訪問看護を提供します。

居宅介護支援事業所
ケアマネジャーが勤務する事業所です。自宅で生活する高齢者が必要なサービスを
利用できるように本人や家族の希望を聞きながらケアプランを作成します。

地域包括支援センター

高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を継続することができるよう、必要なサー
ビスを切れ目なく提供するために包括的かつ継続的なサービス体制を支える地域の
中核機関として設置されたものです。介護予防ケアマネジメント、総合相談・支援、
権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援を行う包括的支援事業や、要支援
者に対して介護予防サービス計画の作成を行う介護予防支援を行います。

在宅介護支援センター
自宅に暮らす要介護高齢者や虚弱の高齢者、その家族に対し、介護に関する相談に
応じ、必要な連絡調整を行うセンターです。

高齢者生活福祉センター
独立して生活することに不安のある高齢者に対して、介護支援、居住支援、交流の
確保などを行う施設です。デイサービスセンターとしての機能に居住部門を併設し
て運営されています。

老人福祉センター
無料・低額な料金で地域の高齢者の健康増進、教育の向上などを図ってレクリエー
ションなどを提供し、各種相談に応じます。機能・規模に応じて、特 A 型、A 型、
B 型があります。
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各職場（施設等）の概要

◉障害者総合支援法※に基づく施設・事業所で行うサービス
     ※ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

居宅介護（ホームヘルプ） 自宅で入浴、排泄、食事などの介護や、掃除、洗濯などの家事支援等を行います。

重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護が必要な人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外
出時の移動支援などを総合的に行います。

同行援護
視覚障がいにより、移動に著しい困難がある人に、移動に必要な情報の提供（代筆・
代読を含む）や、移動の援護などの外出支援を行います。

行動援護
知的障がい・精神障がいにより行動上著しい困難があり、常に介護が必要な人に、
危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

療養介護
医療と常時介護が必要な人に、病院などで機能訓練、療養上の管理、看護、介護及
び日常生活の世話を行います。

生活介護
常に介護が必要な人に、昼間、入浴、排泄、食事などの介護や、創作的活動や生産
活動の機会を提供します。

短期入所
（ショートステイ）

介護する人が病気の場合などに、短期間、障害者支援施設等で、入浴、排泄、食事
の介護などを行います。

重度障害者等包括支援
介護の必要性の程度が著しく高い人に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に
行います。

施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護などを行います。

自立訓練
（機能訓練・生活訓練）

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能
力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向
上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の
向上のために必要な訓練を行います。事業所と雇用契約を結ぶＡ型と、非雇用型の
Ｂ型があります。

共同生活援助
（グループホーム）

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。従来の
共同生活介護（ケアホーム）と統合され、グループホーム内で介護も含めた包括的
なサービスを提供する「介護サービス包括型」と、介護や日常生活上の援助につい
て外部サービスを活用する「外部サービス利用型」の 2 種類があります。

相談支援
障がい者等からの相談に応じ、必要な情報提供や助言を行うほか、サービス等利用
計画の作成などを行います。

移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援します。

地域活動支援センター 創作的活動や生産活動の機会の提供や、社会との交流の促進等の支援を行います。

福祉ホーム
住居を求めている人に、低額な料金で居室等を提供し、日常生活に必要な支援を行
います。
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◉障がい児施設関係

障害児入所支援
入所している障がい児の保護を行い、日常生活の指導や、独立自活に必要な知識技
能を身につけるための支援等を行う施設です。福祉型と医療型があります。

障害児通所支援
障がい児を対象に、通所により、日常生活における基本動作の指導や、独立自活に
必要な知識技能を身につけるための支援等を行います。児童発達支援センター、放
課後等デイサービス、保育所等訪問支援があります。

◉身体障がい者関係

身体障害者福祉センター
無料または低額な料金で各種相談に応じたり、機能訓練、教養の向上、社会との交
流の促進やレクリエーションなどのサービスを総合的に行います。

補装具製作施設 無料または低額な料金で、補装具の製作・修理を行う施設です。

盲導犬訓練施設
無料または低額な料金で、盲導犬の訓練を行うとともに、視覚障がい者に対して、
盲導犬の利用に必要な訓練を行う施設です。

点字図書館
無料または低額な料金で、点字刊行物や視覚障がい者用の録音物の貸し出し、閲覧
事業を行う施設です。
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各職場（施設等）の概要

◉子どもの健全育成・母子家庭関係

保育所
0 歳から就学前までの乳児や幼児を保育士が保護者に代わって保育する施設。両親
などが働いていて日中の保育ができない場合だけでなく、親が病気であったり出産
がある場合などの利用もあります。

認定こども園
教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両方の良さをあわせ持つとこ
ろです。保護者が働いている、いないに関わらず利用でき、保護者の就労状況が変
化した場合でも、通い慣れた園を継続して利用できることが大きな特長です。

乳児院

さまざまな理由により家族で育てることができない乳児（おおむね 2 歳未満）を入
所させて、家庭に代わって養育する施設です。保育、看護、医療などの専門機能が
求められます。家庭復帰が重要な目標の一つで、保護者との相談・調整などの専門
性も必要です。これらの専門機能を活かして、子育てなどについての相談事業を地
域で行っているところもあります。

母子生活支援施設

母子世帯の保護を目的とする施設です。母親とその子ども（18 歳未満）が世帯で
利用する施設です。入所理由は、離別や死別により経済的に生活が困難な場合、母
親の生活能力・養育能力が不足している場合などですが、夫の暴力からの逃避など
の例もみられます。母親に対しては就労援助、日々の生活の援助、育児相談・援助
などを行い、子どもに対しては日常生活の援助、学習指導などを行います。

児童養護施設

保護者のない児童、虐待されている児童等、環境上養護を要する児童（乳児を除く）
が入所する施設。利用対象年齢はおおむね 2 歳から 18 歳までとなっています。入
所理由は、親に養育能力がない、家庭環境に問題がある場合などが多く、子どもが
心に問題を抱えている場合も少なくありません。職員の仕事も、単に子どもたちの生
活を家庭に代わって支えるだけではなく、心理・社会面の専門的なアプローチが求め
られます。また、退所後の支援も重要な仕事となっています。

児童自立支援施設

不良行為を行ったか、あるいはそのおそれがある児童、家庭環境等の環境上の理由
により生活指導が必要な児童が入所し、または保護者の下から通い、その自立の支
援を目的とする施設です。子どもの日常の生活を支えるとともに学校に代わっての
学科指導、就職指導などが行われています。

児童館
児童に健全な遊びを与え、健康を増進し、情操をゆたかにする施設です。主に 18
歳未満の子どもが対象となります。児童館によっては、保護者が家庭にいない小学
校低学年の児童を預かる学童保育を実施しています。

学童保育
（放課後児童健全育成事業）

保護者が仕事等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむね 10 歳未満
の児童に対し、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊びおよび
生活の場を与えて、その健全な育成を図ります。

児童相談所
児童に関する相談のうち専門的な知識・技術が必要なものに応じ、児童とその家庭に
ついて必要な調査や医学的・心理学的・教育学的・社会学的・精神保健上の判断を行っ
たり、その結果に基づいて必要な指導や児童の一時保護などを行います。
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◉その他の社会福祉施設

救護施設
身体上または精神上著しい障がいがあり、独立して生活することが難しく入所して
いる要保護者の生活扶助を行う施設。広い範囲が利用対象となり、重複障がいのあ
る人など他の福祉施設で十分対応できない人の利用もあります。

更生施設
身体上または精神上の理由により、養護・生活指導が必要で入所している要保護者
の生活扶助を行う施設。救護施設と同様の人が利用対象となりますが、社会復帰に
力点が置かれています。

宿所提供施設 住居のない要保護者の世帯に対して、住宅扶助を行う施設です。

授産施設
身体上、精神上の理由、世帯の事情により就業能力の限られている者に対して、 就
労・技能の修得のために、必要な機会・便宜を与えて、自立を助ける施設です。 
生活保護法に基づく授産施設と社会福祉法に基づく授産施設があります。

婦人保護施設
売春防止法に基づき要保護女子が入所し、必要な生活指導・職業指導を受け、自立
更生をはかる施設です。また、DV 防止法に基づき、被害者の保護も行います。

へき地保育所
山間へき地や離島等において、児童福祉法に規定する保育所を設置できない場合に
設置されるものです。独立した施設のほかに、公民館、学校等の設備の一部を利用
して設置しています。

地域福祉センター
地域における福祉活動の拠点として、地域住民の福祉ニーズに応じた各種相談、サー
ビス、ボランティア活動の場の提供、各種福祉情報の提供を行うとともに、住民参
加による各種事業を実施することを目的とする施設です。

老人憩いの家
市町村などの地域において、高齢者の教養の向上、レクリエーションなどのための
活動の拠点として設けられる施設です。

社会福祉協議会

地域の社会福祉事業の連絡調整を中核とした、地域福祉の推進団体です。社会福祉
事業関係者（福祉施設、在宅福祉、保健サービスの実施機関、行政機関など）、福
祉活動にかかわる住民組織（ボランティア団体、当事者組織、地区社会福祉協議会、
町内会など）などで構成されています。全市町村、都道府県、そして全国に設置さ
れている全国ネットワークの組織ですが、それぞれ独立しており、職員採用も個々
の社会福祉協議会ごとに行われます。事業内容は、地域の住民の福祉活動・ボラン
ティア活動の推進、福祉の見守りネットワークづくりなど住民参加による福祉活動
の推進、福祉のまちづくりの推進、地域福祉活動計画づくりなどです。市町村から
の受託などによりホームヘルプサービス、デイサービスなど在宅福祉サービスを実
施することもあります。
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福島県内で福祉の資格が取得できる学校
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◉介護福祉士   

所定の課程・科目を履修し卒業することで「介護福祉士国家試験受験資格」が得られます。

大学
郡山市 郡山女子大学　

家政学部 人間生活学科 福祉コース 4 年 ☎ 024-932-4848　
http://www.koriyama-kgc.ac.jp/

いわき市 東日本国際大学　
健康福祉学部 社会福祉学科 介護福祉コース 4 年 ☎ 0246-35-0001　

http://www.shk-ac.jp/

専門学校

二本松市 福島介護福祉専門学校　
介護福祉学科 2 年 ☎ 0243-22-7777　

http://www.fukushima-kaigo.or.jp/

郡山市

郡山健康科学専門学校　
介護福祉学科 2 年 ☎ 024-936-7777　

http://www.k-tohto.ac.jp/kenkou/

国際医療看護福祉大学校
介護福祉学科 2 年 ☎ 024-956-0160　

http://www.i-medical.jp/

ｉキャリア医療福祉専門学校　
介護福祉学科 2 年 ☎ 024-939-0039　

http://haku-i-sin.com/

会津若松市 仁愛看護福祉専門学校　
介護福祉科 2 年 ☎ 0242-76-0022　

http://jinai-senmon.jp/

白河市 しらかわ介護福祉専門学校
介護福祉学科 2 年 ☎ 0248-21-1294

http://shirakawa-kaigo.jp/

◉保育士
所定の課程・科目を履修し卒業することで「保育士」の資格が得られます。

大学 福島市

福島学院大学 
福祉学部 こども学科 4 年 ☎ 024-515-3221 

http://www.fukushima-college.ac.jp/

福島大学 
人文社会学群 人間発達文化学類 心理学・幼児教育コース 4 年 ☎ 024-548-8106 

http://hdc.educ.fukushima-u.ac.jp/

短期大学

福島市

桜の聖母短期大学 
生活科学科 福祉こども専攻 こども保育コース 2 年 ☎ 024-534-7137 

http://www.sakuranoseibo.jp/

福島学院大学 短期大学部　
保育学科 2 年 ☎ 024-553-3221 

http://www.fukushima-college.ac.jp/

郡山市 郡山女子大学 短期大学部　
幼児教育学科 2 年 ☎ 024-932-4848 

http://www.koriyama-kgc.ac.jp/

会津若松市 会津大学 短期大学部　
幼児教育学科 2 年 ☎ 0242-37-2301 

http://www.jc.u-aizu.ac.jp/

いわき市 いわき短期大学 
幼児教育科 2 年 ☎ 0246-25-9185 

http://www.shk-ac.jp/ijc/

専門学校 郡山市

郡山健康科学専門学校 
こども未来学科 2 年 ☎ 024-936-7777 

http://www.k-tohto.ac.jp/kenkou/

国際ビジネス公務員大学校 
こども保育科 2 年 ☎ 024-925-1001 

http://www.jo-bi.jp/

◉社会福祉士 

所定の課程・科目を履修することで「社会福祉士国家試験受験資格」が得られます。

大学

福島市 福島学院大学　
福祉学部 福祉心理学科 4 年 ☎ 024-515-3221　

http://www.fukushima-college.ac.jp/

郡山市 郡山女子大学　
家政学部 人間生活学科 福祉コース 4 年 ☎ 024-932-4848　

http://www.koriyama-kgc.ac.jp/

いわき市 東日本国際大学　
健康福祉学部 社会福祉学科 ソーシャルワークコース 4 年 ☎ 0246-35-0001　

http://www.shk-ac.jp/

短期大学 会津若松市 会津大学 短期大学部　
幼児教育学科　※指定された職種で 2 年間の実務経験が必要

2 年 ☎ 0242-37-2301　
http://www.jc.u-aizu.ac.jp/

福祉系大学・短期大学等の卒業者や指定施設において4年以上相談援助の業務に従事した方が入学できます。
必要な科目を取得することで「社会福祉士国家試験受験資格」が得られます。

専門学校 郡山市 国際医療看護福祉大学校
社会福祉士科通信課程

1年6ヵ
月

☎ 024-973-5062　
http://www.i-medical.jp/
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修学資金の貸付制度があります。

福島県介護福祉士修学資金等貸付制度

①修学資金
月額5万円以内

②入学準備金
20万円以内

③就職準備金
20万円以内

④国家試験受験対策費
4万円以内

1. 貸付の内容

無利子
2. 貸付利息

福島県内で介護・福祉職として5年間働くと全額返済免除（※）

3. 次の要件で貸付金が全額返済免除

福島県保育士修学資金貸付制度

①修学資金
月額5万円以内

②入学準備金
20万円以内

③就職準備金
20万円以内

1. 貸付の内容

無利子
2. 貸付利息

福島県内で保育士として5年間働くと全額返済免除（※）

3. 次の要件で貸付金が全額返済免除

応援
します

※免除には一定の要件があります。

● 貸付申請の手続きは、原則として養成施設（短期大学・専門学校等）に入学した後
に行うことになります。（申請には養成施設の推薦が必要です）

介護福祉士・社会福祉士・保育士の
資格を取得し、介護・保育の職場を
目指す方へ学費をサポートします！！

詳しくは

▲ 福島県社会福祉協議会　福祉サービス支援課　
 ℡ 024-523-1256
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